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独立行政法人労働者健康福祉機構  

 
 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する

法律（平成１９年法律第５６号。以下「環境配慮契約法」という。）第８条第１
項の規定に基づき、平成２２年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮
した契約の締結実績の概要を取りまとめたので、公表する。 
 
環境配慮契約法及び「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出

の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」（平成１９年１２月７日閣議決
定。以下「基本方針」という。）に基づき、可能なものから温室効果ガス等の排
出の削減に配慮した契約（以下「環境配慮契約」という。）の導入に向けた取り
組みを実施している。 
平成２２年については、建築物の設計に係る契約で環境配慮型プロポーザル

方式を１件実施したところであり、建築物の設計以外の契約においても、今後、
契約を行う場合は、仕様書作成段階から環境に配慮した調達等を行うよう努め
ていくこととする。 
   


